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組織及び機構の取扱いについて 

 

 

 

   平成１７年３月１２日提案 

 

笠間市・友部町・岩間町合併協議会 

会 長  磯  良 史 

 

 

調 整 方 針 （案） 

（１）新市の組織及び機構については，効果的・効率的な行政運営の推進と指揮命令系統や責任の

所在の明確化を基本に，合併時までに調整するものとする。 

（２）現在の笠間市役所及び岩間町役場の各支所には，新市全体の行政サービスの維持・向上を図

るため，総合的な機能を持つ組織機構を配置するものとする。 

 

 

 

   平成１７年３月１２日確認 

 



協議第２１号関連資料 

参 考（ 現 況 等 ） 

１ ３市町の組織機構 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

笠 間 市 友 部 町 岩 間 町 
＜市長＞ ― ＜助役＞ ― 

  総務部     秘書企画課 

          総務課 

          税務課 

  民生部     総合窓口課 

          環境課 

          福祉事務所 

  産業建設部   農政課 

          商工観光課 

          都市建設課 

＜収入役＞     出納室 

＜水道事業管理者＞ 水道課 

＜教育長＞ 

  教育次長    学務課 

          生涯学習課 

＜議会＞      議会事務局 

＜行政委員会＞   農業委員会事務局 

          選挙管理委員会事務局 

          監査委員事務局 

          固定資産評価審査委員会事務局 

          笠間市，西茨城郡公平委員会事 

務局 

          介護認定審査会事務局 

 

 

◇組織例…○○部△△課□□グループ 

＜町長＞ ― ＜助役＞ ― 

  町長公室    秘書課 

          企画課 

総務部     総務課  

        税務課 

        住民課 

福祉部     福祉課 

        健康増進課 

        国保年金課 

経済環境部   産業振興課 

        農村整備課 

        生活環境課 

都市建設部   建設課 

        都市計画課 

＜収入役＞     会計課 

＜国保病院長＞   事務局 

          医務局 

          看護局 

＜水道事業管理者＞ 水道課 

＜教育長＞ 

  教育次長    学校教育課 

          生涯学習課 

＜議会＞      議会事務局 

＜行政委員会＞   農業委員会事務局 

          選挙管理委員会事務局 

          監査委員事務局 

          固定資産評価審査委員会事務局 

 

 

◇組織例…○○部△△課□□係 

＜町長＞ ― ＜助役＞ ― 

          総務課 

          秘書企画課 

          税務課 

          住民課 

          地域整備課 

          保健福祉課 

          産業振興課 

          建設課 

下水道課 

＜収入役＞     会計課 

＜水道事業管理者＞ 水道課 

＜教育長＞     学校教育課 

          生涯学習課 

＜議会＞      議会事務局 

＜行政委員会＞   農業委員会事務局 

          選挙管理委員会事務局 

          監査委員事務局 

          固定資産評価審査委員会事務局 

 

 

◇組織例…○○課△△係 



参 考（ 現 況 等 ） 

２ 関係法令（抜粋） 

（１）地方自治法 

   （地方公共団体の法人格及びその事務） 

   第２条 １～１３ 略 

   １４ 地方公共団体は，その事務を処理するに当たっては，住民福祉の増進に努めるとともに，最小の経費で最大の効果を挙げるようにしな

ければならない。 

   １５ 地方公共団体は，常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに，他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなけれ

ばならない。 

   （執行機関の組織の原則） 

   第１３８条の３ 普通地方公共団体の執行機関の組織は，普通地方公共団体の長の所轄の下に，それぞれ明確な範囲の所掌事務と権限を有す

る執行機関によって，系統的にこれを構成しなければならない。 

   ２ 普通地方公共団体の執行機関は，普通地方公共団体の長の所轄の下に，執行機関相互の連絡を図り，すべて，一体として，行政機能を発

揮するようにしなければならない。 

   ３   略 

   （委員会，委員及び附属機関の設置） 

   第１３８条の４ 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外，法律の定めるところにより，委員会又は委員を置く。 

   ２   略 

   ３ 普通地方公共団体は，法律又は条例の定めるところにより，執行機関の附属機関として自治紛争処理委員，審査会，審議会，調査会その

他の調停，審査，諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし，政令で定める執行機関については，この限りではない。 

   （内部組織の設置） 

   第１５８条 普通地方公共団体の長は，その権限に属する事務を分掌させるため，必要な内部組織を設けることができる。この場合において，

当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については，条例で定めるものとする。 

   ２ 普通地方公共団体の長は，前項の内部組織の編成に当たっては，当該普通地方公共団体の事務及び事業の運営が簡素かつ効率的なものと

なるよう十分配慮しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 



参 考（ 現 況 等 ） 

３ 先進地事例 

合併年月日 新市町村名 合併関係市町村 協 議 の 内 容 

平成１７年２月１日 

 

城 里 町 

（23,007 人） 

常 北 町 

桂   村 

七 会 村 

（１）新町の組織及び機構については，簡素で効率的な運営，指揮命令系統や

責任の所存の明確化を基本に，合併時までに調整する。 

   なお，合併後は，行政改革の視点で常にその組織機構を見直し効率化に

努め，規模や配置等の適正化を図るものとする。 

（２）現在の桂村役場及び七会村役場は，支所として存続させるものとする。 

  また，支所の組織については，住民サービスに急激な変化をきたさないよ

う窓口業務を中心に必要な機能を確保できるよう配慮し，段階的に見直し

を行うものとする 

坂 東 市 

（58,673 人） 

岩 井 市 

猿 島 町 

 当面は，現行の岩井庁舎・猿島庁舎を有効に活用する分庁方式とし，庁舎ご

とに部門（部課）を分散配置するものとする。 

 各庁舎には，住民サービスの利便性の一層の向上を図れるような窓口センタ

ー及び必要に応じた現地担当組織を配置するものとする。 

平成１７年３月２２日 

稲 敷 市 

（51,284 人） 

江戸崎町 

新利根町 

桜 川 村 

東    村 

（１）簡素で効率的な組織・機構とし，管理部門や住民サービスの低下を招か

ない部門については，統合を図るものとする。 

（２）住民に密着した行政サービス部門や，各地域における発展を推進・管理

する事業部門を各庁舎に残すものとする。 

（３）合併時においては，現在の４町村の各庁舎を有効活用した組織・機構と

する。 

（４）新市の組織・機構については，合併後３年を目途に調整を行うものとす

る。 

平成１７年３月２８日 
筑 西 市 

 (116,120 人）

下 館 市 

関 城 町 

明 野 町 

協 和 町 

① 現下館市役所を本庁舎とし，指揮命令系統を明確化し，かつ，簡素で効率

的な組織・機構とするため，できる限り行政機能を集約するものとする。 

  また，現関城町役場，現明野町役場及び現協和町役場については，住民サ

ービスの低下を招かないために，支所機能を有する組織・機構とする。 

② 現下館市川島支所については，出張所とする。 

③ 地方分権に柔軟に対応できる組織・機構とする。 

 

 



参 考（ 現 況 等 ） 

 

合併年月日 新市町村名 合併関係市町村 協 議 の 内 容 

平成１７年３月２８日 
かすみがうら市

（45,229 人） 

霞ヶ浦町 

千代田町 

① 新市の組織機構については，次の事項を基本に合併時までに調整する。 

 ア 住民サービスの低下をきたさないよう配慮した組織機構 

 イ 簡素で効率的な組織機構 

 ウ 住民が利用しやすく，わかりやすい組織機構 

 エ 新市建設計画を円滑に遂行できる組織機構 

 オ 新たな行政課題に的確に対応できる組織機構 

② 庁舎の活用については，次のとおりとする。 

 ア 庁舎の呼称については，現在の霞ヶ浦町役場を霞ヶ浦庁舎，千代田町役 

場を千代田庁舎とする。 

 イ 千代田庁舎に管理部門を置き，他の部門については，庁舎の規模を勘案

し配置する。 

 ウ 霞ヶ浦町西部出張所及び千代田町南部出張所は，それぞれ出張所として

新市に引き継ぐ。  



 


